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第４章 

計画の内容 
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重点⽬標Ⅰ あらゆる分野における男⼥共同参画・⼥性活躍の推進 

施策の⽅向１ あらゆる場における男⼥の参画促進 

職場・家庭・地域等あらゆる場において、男女共同参画を進めることは、女性が個人としての能力

を発揮できるための前提となります。男女ともに家庭責任を担う主体となるよう男性の家庭生活 

への参画を図るとともに、地域や市民団体等の活動における固定的性別役割分担意識に基づく慣行

の見直しに向けた広報・啓発に取り組みます。 

共働き世帯の家庭における役割分担 

 
（平成 29 年鹿屋市男女共同参画に関する市民意識調査） 

  

主に夫

0.6%

4.2%

2.0%

5.1%

0.3%

0.8%

3.4%

27.3%

34.9%

41.7%

主に妻

82.8%

72.1%

68.5%

70.4%

44.2%

24.2%

45.9%

25.1%

5.4%

3.9%

夫婦で分担

11.5%

16.6%

24.2%

20.3%

30.4%

16.1%

25.6%

30.1%

52.1%

49.3%

家族で分担

3.7%

6.2%

1.4%

2.8%

1.7%

1.7%

その他の人

0.8%

0.3%

該当しない

18.3%

47.9%

20.0%

12.4%

3.7%

1.4%

無回答

1.1%

0.6%

1.1%

1.4%

3.1%

3.9%

3.7%

2.0%

2.3%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

食事の準備

食事の片付け

掃除

洗濯

育児

家族の介護

学校行事や

PTA等への参加

町内会など

地域活動への参加

高額商品や

不動産購入等を決める

世帯の収入を得る

2.8% 0.8% 0.3%

5.4% 0.8% 0.3%

2.0% 0.6% 0.3%

3.9% 0.3%
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地域における活動等への参加状況 

 
（平成 29 年鹿屋市男女共同参画に関する市民意識調査） 

 

具体的施策 施策の内容 

家庭生活における男女共同

参画の推進 

男女ともに家庭責任を担う主体となるよう、家事・育児等家庭

生活への男性参加の促進や休暇取得が推進されるよう広報・啓発

に取り組みます。 

地域における男女共同参画

の推進 

すべての地域住民が男女共同参画の視点を持って様々な形で

地域活動に参画できる機会や環境づくりに取り組みます。 

市民団体等による様々な 

活動における男女共同参画

の推進 

市民団体等との連携・協働を図り、男女共同参画を推進する

人材を育成し、その基盤づくりに努めます。 

 

主
な
事
業

◯講演会や出前講座、お届けセミナー等による理解促進 

◯「共生・協働によるまちづくり」を推進するための支援 

 

  

29.7%

19.6%

17.5%

8.3%

4.3%

3.1%

1.1%

1.3%

1.3%

0.7%

40.2%

4.9%

44.1%

16.9%

17.1%

6.8%

6.3%

2.3%

3.0%

2.8%

1.5%

0.3%

35.3%

3.5%

0% 20% 40% 60%

町内会や自治会などの地区を単位とした団体活動

子ども会、ＰＴＡ、スポーツ少年団などの

子どもの活動に関わる団体活動

スポーツや趣味、文化振興などに関わるサークル活動

婦人(女性)会、高齢者クラブ、青年団などの団体活動

特定の団体やグループに属さず、

個人として地域に貢献する活動

子育て支援や高齢者介護、障害者福祉

などを目的としたグループ活動

民生委員・児童委員、スポーツ推進委員

などの公的な委員活動

ＮＰＯ法人などの非営利団体活動

消費者運動、環境保護運動などの住民活動

その他

特に何もしていない

無回答

女 性

男 性
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施策の⽅向 2 政策・⽅針決定過程への⼥性の参画拡⼤ 

地域課題が多様化、複雑化している中、多様な考え方や意見を市政や地域活動などあらゆる分野

の方針・意思決定過程に反映させることが求められています。 

しかしながら、本市の審議会等委員に占める女性の割合は 28.5％（平成 29 年度）で、平成 26 年度

より 3.4 ポイント高くなったものの、いまだ十分とは言えない状況にあります。 

そのため、あらゆる場において女性の参画拡大に向けた取組を進めるとともに、その人材を育成

します。 

政策・方針決定の場に女性が少ない理由 

 
（平成 29 年鹿屋市男女共同参画に関する市民意識調査） 

  

48.5%

36.4%

32.3%

26.7%

26.3%

22.3%

21.1%

18.9%

1.4%

12.6%

5.6%

46.6%

27.7%

23.7%

29.7%

22.2%

21.4%

16.6%

16.1%

1.8%

12.6%

9.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

組織運営が男性優位になっているため

女性の参画を積極的に進めようと

意識している人が少ないため

家庭・地域・職場において、性別による固定的な

役割分担意識や性差別意識があるため

女性があまり積極的でないため

家族の支援や協力が得られにくいため

市や県の審議会等の委員などに

女性が就く機会が限られているため

女性の能力開発の機会が不十分なため

女性の活動を支援する

ネットワークが不足しているため

その他

わからない

無回答

女 性

男 性
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審議会等における女性の登用率 

 
（国の審議会等における女性委員の参画状況調べ） 

（地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況） 

各分野における方針・施策を決める際の女性の意見の反映度 

（平成 29 年鹿屋市男女共同参画に関する市民意識調査） 

35.4 

36.7 

37.1 37.4 

35.1 35.6 

38.2 

39.5 

25.1 
26.1 

26.8 

28.5 

20

25

30

35

40

45

50

H26 H27 H28 H29

国 鹿児島県 鹿屋市

（％）

十分に

反映されている

10.4%

11.0%

4.1%

4.5%

2.3%

2.4%

2.4%

2.3%

ある程度反映

されている

33.5%

34.2%

28.5%

35.4%

20.8%

25.0%

20.8%

23.0%

あまり反映

されていない

15.9%

18.3%

22.4%

23.6%

24.7%

25.6%

25.4%

25.6%

全く反映

されていない

2.2%

3.0%

2.2%

2.6%

4.0%

4.5%

5.5%

6.1%

どちらとも

いえない

9.2%

10.5%

11.9%

11.2%

12.5%

11.7%

12.3%

11.1%

わからない

18.8%

15.1%

21.6%

16.2%

25.8%

22.7%

23.9%

23.5%

無回答

10.0%

8.0%

9.3%

6.6%

10.0%

8.1%

9.8%

8.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

今回調査

H24年度

調査

今回調査

H24年度

調査

今回調査

H24年度

調査

今回調査

H24年度

調査

地
域
社
会

職
場

国
政
の
場

市
政
・
県
政

の
場

『反映されて

いる』

『反映されて

いない』

43.9% 18.1%

45.2% 21.3%

32.6% 24.6%

39.9% 26.2%

23.1% 28.7%

27.4% 30.1%

23.2% 30.9%

25.3% 31.7%
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具体的施策 施策の内容 

市の政策・方針決定過程への

女性の参画の推進 

市の施策に、より多くの女性の意見や視点が反映されるよう

各種審議会等への女性委員のさらなる登用を推進します。 

雇用の分野等あらゆる分野

における政策・方針決定 

過程への女性の参画の促進 

あらゆる分野において多様な考え方や意見を反映させるため、

研修会の開催や情報誌等を活用した啓発を行う等女性の参画・

登用拡大に向けた取組を推進します。 

女性の人材育成とキャリア

形成支援 

あらゆる分野へ参画し、その個性と能力を発揮できる女性の

人材を充実させるため、女性の育成とキャリアアップに向けた

支援に取り組みます。 

 

主
な
事
業

◯市の各種審議会等への女性委員の登用推進 

◯情報誌等を活用した啓発や研修会の開催 
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施策の⽅向 3 男⼥ともに仕事と⽣活の調和が図れる環境整備の促進 

市民意識調査の結果では、女性が職業を持つことについて「子どもができても、ずっと職業を 

続ける方がよい」（39.2%）と回答した人の割合が最も高く、次いで「子どもができたら職業をやめ、

大きくなったら再び、職業を持つ方がよい」（34.7%）の順となっており、前回調査（平成 24 年度）

と比較すると順位が逆転し、本市における女性の就業率も若干増加傾向にあります。 

しかしながら、女性の労働力率をみると 20 歳代後半から 30 歳代が低くなる「Ｍ字カーブ」を 

描いていることから、出産・育児等を理由に多くの人が離職している現状があり、いまだに女性の

就業継続には困難がともなう状況がうかがえます。 

また、さらなる高齢化の進行を踏まえた介護離職の防止など、男女ともに子育てや介護の当事者

として、性別にかかわりなく一人ひとりの生き方、働き方の多様な選択が尊重されるとともに、

それぞれが家庭生活における役割を果たしつつ、希望する働き方で就業継続ができるよう、仕事と

生活の調和が図れる環境改善に向けた取組を進めます。 

 

女性が職業を持つことについての意識 

 
（平成 29 年鹿屋市男女共同参画に関する市民意識調査） 

  

5.1%

34.7%

41.9%

39.2%

33.8%

6.3%

6.4%

8.4%

6.1%

2.9%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

全 体

全 体

今回調査

女
性
は
職
業
を
も
た
な
い
方

が
よ
い

結
婚
す
る
ま
で
は
、
職
業
を

も
つ
方
が
よ
い

子
ど
も
が
で
き
る
ま
で
は
、

職
業
を
も
つ
方
が
よ
い

子
ど
も
が
で
き
た
ら
職
業
を

や
め
、
大
き
く
な
っ
た
ら
再

び
職
業
を
も
つ
方
が
よ
い

子
ど
も
が
で
き
て
も
、
ず
っ

と
職
業
を
続
け
る
方
が
よ
い

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

1.0% 3.9% 3.5%

平成24年度調査

0.7% 4.4%
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生活の中での仕事、家庭生活等の優先度【希望と現実】（全体・性別） 

（平成 29 年鹿屋市男女共同参画に関する市民意識調査） 

男女共同参画や女性の活躍を推進するための事業所からの施策要望等 

 
（平成 28 年鹿屋市男女共同参画および女性活躍推進に関する事業所アンケート調査） 

  

「
仕
事
」
を
優
先

2.9%

15.9%

12.1%

32.0%

「
家
庭
生
活
」
を
優
先

25.0%

31.5%

15.4%

13.4%

「
地
域
・
個
人
の
生
活
」

を
優
先

2.3%

3.1%

3.3%

3.0%

「
仕
事
」
と
「
家
庭
生
活
」

を
と
も
に
優
先

30.8%

22.9%

34.3%

25.7%

「
仕
事
」
と
「
地
域
・

個
人
の
生
活
」
を

と
も
に
優
先

2.9%

4.0%

3.8%

4.3%

「
家
庭
生
活
」
と

「
地
域
・
個
人
の
生
活
」

を
と
も
に
優
先

12.4%

8.6%

8.3%

4.8%

「
仕
事
」
と
「
家
庭
生
活
」

「
地
域
・
個
人
の
生
活
」

を
と
も
に
優
先

15.9%

6.5%

15.6%

9.3%

わ
か
ら
な
い

5.9%

4.7%

4.5%

4.8%

無
回
答

1.8%

2.9%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡 例

希 望

現 実

希 望

現 実

女性

男性

66.7%

23.9%

23.9%

20.5%

15.4%

14.5%

12.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

育児・介護の支援や、子育て環境の整備・充実

企業等に対するセミナーや研修会の開催

インターネットや情報誌等による制度や事例等の情報提供

企業や女性のための相談機関・窓口の充実

女性の職業教育・訓練の機会の充実

企業等の取組に関し助言を行うアドバイザーや専門家の派遣

仕事と家庭の両立支援や女性活躍推進等の取組における

優良事業所の表彰、PR
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具体的施策 施策の内容 

男女ともに希望する仕事と

生活の調和が図れる環境

整備の促進 

ワーク・ライフ・バランスの推進が個人の生活の充実や企業の

活性化につながることを踏まえ、長時間勤務等を背景とした男性

中心型労働慣行及び固定的性別役割分担意識の見直しの必要性

について理解が図られるよう、事業所のトップや市民へ働きかけ

ます。 

多様な就業形態に対応する

就業環境等の取組支援 

正規雇用・非正規雇用など多様な就業形態の労働者に対して

公正な処遇が推進されるよう各種制度や取組事例等の情報提供

に努めます。 

多様なライフスタイルに 

対応する子育てや介護の 

支援 

子育て世代の多様なライフスタイルに対応できる保育サービス

や子育て支援策の充実等を図り、仕事と子育ての両立のための

環境の整備をより一層進めます。 

併せて、介護の必要な家庭の多様なニーズに対応するため、

介護サービスの充実や介護保険制度の広報啓発等に努めます。 

 

主
な
事
業

◯事業所向けのセミナーやパンフレット等による広報・啓発 

◯各種制度や取組事例等の情報提供 

◯ニーズに応じた子育てや介護サービス等の充実 
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施策の⽅向４ 職業⽣活における⼥性の活躍を促進する取組への⽀援 

職業生活において、正規・非正規といった雇用形態、自営業等の就業形態にかかわらず、自らの

意思により働きまたは働こうとするすべての女性が個人としての能力を十分に発揮できるよう、 

女性の再就職等への支援や、登用・経営参画促進に向け必要な知識や情報の提供、および相談対応

等の取組を進めます。 

また、社会全体の働き方に関する意識の改革、固定的性別役割分担意識に基づく労働慣行の是正・

変更には、事業所の意識改革が最も重要であることから、男女の均等な機会と待遇の確保や、男性

中心型労働慣行の見直しに向けた事業所における主体的な取組が促進されるよう啓発や情報提供

等の支援を行います。 

 

家族経営協定締結農家数（全国） 

 
（平成 29 年家族経営協定締結農家数調査） 

家族経営協定の取決め内容（全国） 

 
（平成 29 年家族経営協定締結農家数調査） 

28,734
32,120

34,521
37,721

40,663

48,602 50,715
52,525 54,190 55,435 56,397 57,155

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

（戸）

（年）

93.3

90.1

82.6

72.3

67.8

55.4

43.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

農業経営の方針決定

労働時間・休日

農業面の役割分担

（作業分担、簿記記帳等）

労働報酬（日給・月給）

収益の配分

（日給・月給以外の利益の分配）

経営移譲（継承を含む）

生活面での役割分担（家事・育児・介護）

(%)
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事業所で行っているセクハラ防止のための取組 

 
（平成 28 年鹿屋市男女共同参画および女性活躍推進に関する事業所アンケート調査） 

 

具体的施策 施策の内容 

企業等における男性中心型

労働慣行の見直し 

働いている又は働こうとする女性が個人としての能力を発揮

できるよう、男女の均等な機会と待遇の確保、固定的性別役割

分担意識に基づく雇用慣行の見直し、ハラスメント防止対策及び

メンタルヘルスの確保に向けて、あらゆる機会に関係法令や制度

に関する情報提供や啓発に取り組みます。 

農林水産業・商工自営業に

おける固定的性別役割分担

意識に基づく就業慣行の 

見直し 

農林水産業や商工自営業において、男女ともに働きやすい就業

環境の見直しを図り、ワーク・ライフ・バランスが促進される

よう各種制度の周知や、セミナー等に取り組みます。 

女性の就業・起業等多様な

働き方への支援 

女性の就業機会の拡大に向けた起業等、能力を発揮しながら

希望する働き方ができるよう情報提供や相談活動などの支援

及び広報・啓発に取り組みます。 

 

主
な
事
業 

◯セクシュアル・ハラスメント等防止に向けた広報・啓発 

◯市役所特定事業主行動計画における取組推進 

◯女性の認定農業者や家族経営協定締結の推進 

◯起業・創業等支援のための各種セミナーの開催 
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27.4%

23.0%

19.5%

8.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

就業規則等にセクハラ禁止を規定

相談・苦情窓口（相談員等）の設置

社内報やパンフレット配布等による啓発

セクハラ防止のための研修の実施

相談や苦情を受けた場合の対応マニュアルの作成

実態把握のための定期的なアンケートや面接の実施
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